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教育法制の制約
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• 学校教育法

第54条

高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程
のほか、通信制の課程を置くことができる。

（2～3項 略）

4 通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学
大臣が、これを定める。

第84条

大学は、通信による教育を行うことができる。
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• 2001年大学設置基準改正

– 25条

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれ
かにより又はこれらの併用により行うものとする。

２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前
項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授
業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

– 双方向で対面講義した場合に相当する教育効果が得ら
れる場合、卒業に必要な 124 単位のうち 60 単位までを
遠隔講義で取得することが可能

• 大学通信教育設置基準

– すべてオンラインで単位取得可能
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オンライン教育と著作権
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遠隔授業等の特例（従来）

• 当該授業を直接受ける者に対して著作
物を利用する場合

• 当該授業が行われる場所以外の場所に
おいて当該授業を同時に受ける者に対
して

• 公衆送信 （自動公衆送信の場合にあつ

ては、送信可能化を含む。）を行うことが
できる。
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従来の著作権法での遠隔教育の特例

• 直接、対面で受講している生徒・学生がいる
＋

• 遠隔で同時に受講している

• 遠隔だけ

• オンデマンド（異時）
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9https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/seidogaiyo.pdf



著作権法改正

• 著作権法

• 第三十五条 学校その他の教育機関（営利を目的として設置されている
ものを除く。）において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授
業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と
認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送
信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条に
おいて同じ。）を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるも
のを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物
の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は
伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、
この限りでない。

• ２ 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置
する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

• ３ 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関にお
ける授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作
物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合
又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映
し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所
以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行
うときには、適用しない。
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• 教育を担当する者および授業を受ける者

• 授業の過程における利用に供することを目的とする
場合には、その必要と認められる限度

• 公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信する
ことができる

• 公衆送信については相当額の補償が必要

– 次の場合は補償金不要

• 授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著
作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示

• 当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時
に受ける者に対して公衆送信
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• 補償金が必要となる場合

– スタジオ型の同時一方向の遠隔授業

• 教室での実際の授業が行われず、同時一方向で遠隔
授業が行われている場合

• 教員の自宅、研究室、教室などから同時一方向で遠
隔授業が行われている場合

– 異時で行われる遠隔授業

• 録画やオンデマンド型で授業が行われている場合

– 予習・復習のための著作物等の送信等が対象

• 予習や復習用の教材が送信されている場合
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• 授業目的公衆送信補償金制度

– 第百四条の十一

第三十五条第二項（第百二条第一項において準用する
場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十
四第二項において同じ。）の補償金（以下この節において
「授業目的公衆送信補償金」という。）を受ける権利は、授
業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者（次項及
び次条第四号において「権利者」という。）のためにその
権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通
じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するも
の（以下この節において「指定管理団体」という。）がある
ときは、当該指定管理団体によつてのみ行使することが
できる。

13



– 授業目的公衆送信補償金の額

– 第百四条の十一
第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受
ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送
信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。

– ２ （略）

– ３ 指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業
目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する
者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認め
られるものの意見を聴かなければならない。

– ４ 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信
補償金の額が、第三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信（自動
公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）に係る通常の使
用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでな
ければ、その認可をしてはならない。

– ５ （略）
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留意すべき点

• 「授業の範囲」（規程案）

– 講義、実習、演習、ゼミ等（名称は問わない）

– 初等中等教育の特別活動（学級活動・ホームルーム活動、クラブ活
動、児

– 童・生徒会活動、学校行事、その他）や部活動、課外補習授業等

– 教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動

– 教員の免許状更新講習

– 通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等

– 学校その他の教育機関が主催する公開講座（自らの事業として行う
もの。収支予算の状況などに照らし、事業の規模等が相当程度にな
るものについては別途検討する）

– 履修証明プログラム

– 社会教育施設が主催する講座、講演会等（自らの事業として行うも
の）
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• 「授業」に含まれないもの

– 入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスで
の模擬授業等

– 教職員会議

– 大学でのＦＤ、ＳＤとして実施される、教職員を対象とした
セミナーや情報提供

– 高等教育での課外活動（サークル活動等）

– 自主的なボランティア活動（単位認定がされないもの）

– 保護者会

– 学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の
講演会、ＰＴＡ主催の親子向け講座等
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• 授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）

– 2020年4月～

– 2020年度は、特定として補償金額を無料とする

– 2021年度から課金開始

• 「授業目的公衆送信補償金規程案」
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18https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/hosyokinkitei.pdf



セキュリティに関するオンライン教
育の法的問題
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enPit Pro Security (ProSec)
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https://www.seccap.pro/

基本セキュ リ ティ エンジニア

(他分野のIT利用人材）

専門セキュ リ ティ エンジニア

(IT , OT , 設計/製造セキュ リ ティ 人材）

セキュ リ ティ エンジニア

リ ーダー

他分野の学部卒

他分野の大学院卒

社内研修等

学部における専門教育大学院における専門教育

IoT金融
ト ッ プ

研究者
CISO



概要

• セキュアシステム技術演習（基礎）―NW 攻撃とその
防御および検知―

• ネットワーク経由の情報セキュリティ攻撃とその防
御および検知をテーマとし、攻撃者がどのような
ツールや手法を用いてネットワーク不正侵入行為を
行うか、またどのような防御方法や検知方法が有効
かについて、実習を通して理解を深めることを目指
す

• 講義形式の解説と実習形式をミックス
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受講生への注意喚起
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• 主な問題点

– 不正アクセス禁止法

– マルウェアに関する罪

– 外部への流出・漏洩

• 故意

• 注意義務

– NISCサイバーセキュリティ関係法令の調査
検討等を目的としたサブワーキンググルー
プにおける議論
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https://2018.seccon.jp/seccon/2018akihabara/


